
【課の設置及び所掌する事務の変更】

【その他の変更（課名の変更等）】

令和４年１０月より部署の編成が変わりました！！

令和４年10月からの組織改編に伴い、課の編成が変わりました。従来と担当課が異なる事業がありますので、問合せの際はご注意ください。

企画財政課
本庁舎３階
３２番窓口 財政課

本庁舎３階
３１番窓口

　左記については課名等が変更されました。
　問合せ先に変更はありません。

保護課

(各支所)市民地域振興課 (各支所)市民サービス課

生活支援課

➡
➡
➡

※組織改編に伴い、地域活性推進課は廃止されました。
　地域活性推進課が所管していた業務のうち、市バスについては交通政策課に、その他の業務については総合政策課にお問合せください。

交通政策課

【業務内容】

○市内公共交通政策に関すること

○市バス運行事業に関すること

【問合せ先】

本庁舎３階 31番窓口

TEL：0948-42-7404（直通）
※市バスについては交通政策課にお問合せください

総合政策課

【問合せ先】

本庁舎３階 32番窓口

TEL：0948-42-7407（直通）
または

TEL：0948-42-7401（直通）

【業務内容】

○地域の活性化に関すること

○市政の総合企画に関すること

○各庁舎周辺の整備に関すること

デジタル戦略課

【問合せ先】

本庁舎４階 41番窓口

TEL：0948-42-7420（直通）
または

TEL：0948-42-7416（直通）

【業務内容】

○情報政策の企画及び実施に関すること

○情報システムの利用に係る管理及び運用に関すること

【問合せ先】

人事秘書課人事係 TEL:0948-42-7413（直通）

※企画財政課企画調整係は

総合政策課に移管されました

回数券及び定期券の発行は

交通政策課にて行います！


